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安城市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

安城市議会会議規則（昭和４８年安城市議会規則第１号）の一部を次のように改

正する。 

目次中「第８６条」を「第８６条の２」に改める。 

第２章第１節中第８６条の次に次の１条を加える。 

（出席委員に関する措置） 

第８６条の２ この章における出席委員には、安城市議会委員会条例（昭和４２年

条例第４７号）第１４条の２第１項の規定により、映像と音声の送受信により相

手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法（以下「オンライン

による方法」という。）で委員会に出席した委員を含む。 

第１０９条に次の１項を加える。 

３ 前２項の場合において、委員会がオンラインによる方法で開かれているときは、

委員でない議員は、オンラインによる方法で説明し、若しくは意見を述べ、又は

発言することができる。 



第１２１条に次のただし書を加える。 

ただし、表決の際にオンラインによる方法で当該委員会に出席している委員は、

この限りでない。 

第１３３条に次の１項を加える。 

３ 前項の場合において、委員会がオンラインによる方法で開かれているときは、

紹介議員は、オンラインによる方法で当該委員会で説明することができる。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

－提案理由－ 

この案を提出したのは、委員会の議事をオンラインによる方法で行う上で、必要

があるため。 

 

 


